
【様式第1号】

自治体名：笛吹市

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 143,436,713,525   固定負債 38,021,267,587

    有形固定資産 117,670,929,752     地方債 33,223,858,587

      事業用資産 49,045,284,334     長期未払金 -

        土地 28,512,887,718     退職手当引当金 4,797,409,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 45,544,669,138     その他 -

        建物減価償却累計額 -27,413,906,665   流動負債 5,604,026,830

        工作物 8,711,042,223     １年内償還予定地方債 5,172,938,017

        工作物減価償却累計額 -6,404,141,954     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 348,421,211

        航空機 -     預り金 82,667,602

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 43,625,294,417

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 94,733,874   固定資産等形成分 148,963,204,294

      インフラ資産 67,673,965,739   余剰分（不足分） -40,367,122,044

        土地 4,693,498,575

        建物 1,773,230,522

        建物減価償却累計額 -567,916,288

        工作物 223,167,523,348

        工作物減価償却累計額 -161,688,418,878

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 296,048,460

      物品 6,138,643,340

      物品減価償却累計額 -5,186,963,661

    無形固定資産 95,415,080

      ソフトウェア 95,415,080

      その他 -

    投資その他の資産 25,670,368,693

      投資及び出資金 9,856,838,713

        有価証券 -

        出資金 9,856,838,713

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 305,724,706

      長期貸付金 -

      基金 15,542,743,788

        減債基金 -

        その他 15,542,743,788

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,938,514

  流動資産 8,784,663,142

    現金預金 3,118,482,127

    未収金 144,676,354

    短期貸付金 -

    基金 5,526,490,769

      財政調整基金 3,730,420,892

      減債基金 1,796,069,877

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,986,108 純資産合計 108,596,082,250

資産合計 152,221,376,667 負債及び純資産合計 152,221,376,667

貸借対照表
（令和5年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：笛吹市

会計：一般会計等 （単位：円）

行政コスト計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額

  経常費用 32,931,130,298

    業務費用 18,883,645,197

      人件費 5,463,358,844

        職員給与費 3,835,414,996

        賞与等引当金繰入額 348,421,211

        退職手当引当金繰入額 376,865,575

        その他 902,657,062

      物件費等 12,710,375,122

        物件費 6,866,326,937

        維持補修費 487,949,290

        減価償却費 5,356,098,895

        その他 -

      その他の業務費用 709,911,231

        支払利息 148,208,934

        徴収不能引当金繰入額 39,924,622

        その他 521,777,675

    移転費用 14,047,485,101

      補助金等 4,094,235,345

      社会保障給付 7,230,382,000

      他会計への繰出金 2,660,004,961

      その他 62,862,795

  経常収益 710,027,511

    使用料及び手数料 210,960,909

    その他 499,066,602

純経常行政コスト 32,221,102,787

  臨時損失 128,514,325

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 128,514,325

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 32,346,581,740

    その他 -

  臨時利益 3,035,372

    資産売却益 3,035,372



【様式第3号】

自治体名：笛吹市

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 108,193,021,665 143,238,462,368 -35,045,440,703

  純行政コスト（△） -32,346,581,740 -32,346,581,740

  財源 32,636,810,706 32,636,810,706

    税収等 23,912,912,168 23,912,912,168

    国県等補助金 8,723,898,538 8,723,898,538

  本年度差額 290,228,966 290,228,966

  固定資産等の変動（内部変動） -1,681,993,090 1,681,993,090

    有形固定資産等の増加 3,970,520,992 -3,970,520,992

    有形固定資産等の減少 -5,982,555,952 5,982,555,952

    貸付金・基金等の増加 4,895,111,440 -4,895,111,440

    貸付金・基金等の減少 -4,565,069,570 4,565,069,570

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -29,405,696 -29,405,696

  その他 142,237,315 7,436,140,712 -7,293,903,397

  本年度純資産変動額 403,060,585 5,724,741,926 -5,321,681,341

本年度末純資産残高 108,596,082,250 148,963,204,294 -40,367,122,044

純資産変動計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：笛吹市

会計：一般会計等 （単位：円）

資金収支計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 27,434,628,444

    業務費用支出 13,387,143,343

      人件費支出 5,419,755,350

      物件費等支出 7,354,276,227

      支払利息支出 148,208,934

      その他の支出 464,902,832

    移転費用支出 14,047,485,101

      補助金等支出 4,094,235,345

      社会保障給付支出 7,230,382,000

      他会計への繰出支出 2,660,004,961

      その他の支出 62,862,795

  業務収入 32,578,285,711

    税収等収入 24,052,633,716

    国県等補助金収入 7,882,573,784

    使用料及び手数料収入 202,012,371

    その他の収入 441,065,840

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 5,143,657,267

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,062,650,856

    公共施設等整備費支出 3,514,169,609

    基金積立金支出 3,901,689,850

    投資及び出資金支出 646,791,397

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,992,175,253

    国県等補助金収入 841,324,754

    基金取崩収入 4,106,223,778

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 44,626,721

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,070,475,603

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,111,791,600

    地方債償還支出 5,111,791,600

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,560,648,000

    地方債発行収入 3,560,648,000

前年度末歳計外現金残高 -34,134,463

本年度歳計外現金増減額 116,802,065

本年度末歳計外現金残高 82,667,602

本年度末現金預金残高 3,118,482,127

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,551,143,600

本年度資金収支額 522,038,064

前年度末資金残高 2,513,776,461

本年度末資金残高 3,035,814,525



１．重要な会計方針
(１)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア．昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額１円としています。

イ．昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価
ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。

②無形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価

(２)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
①満期保有目的有価証券・・・償却原価法（定額法）
②満期保有目的以外の有価証券

ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））

③出資金
ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・出資金額

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし

(４)有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3年～50年
工作物 6年～60年
物品 2年～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
（ソフトウェアについては、法定耐用年数（５年）に基づく定額法によっています。）

③リース資産
ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(５)引当金の計上基準及び算定方法
①投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額
との差額を計上しています。

②徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

③退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

④損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた
将来負担額を計上しています。

⑤賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する
部分を計上しています。

(６)リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(７)資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（笛吹市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(８)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額及び見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

②資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であると
きに修繕費として処理しています。

注記



２．重要な会計方針の変更等

(１)会計方針の変更
該当事項なし

(２)表示方法の変更
該当事項なし

(３)資金収支計算書における資金の範囲の変更
該当事項なし

３．重要な後発事象
(１)主要な業務の改廃

該当事項なし

(２)組織・機構の大幅な変更
該当事項なし

(３)地方財政制度の大幅な改正
該当事項なし

(４)重大な災害等の発生
該当事項なし

４．偶発債務
(１)保証債務及び損失補償債務負担の状況

　他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 （単位：円）

損失補償等引当金
計上額

貸借対照表
未計上額

笛吹川沿岸土地改良区 0 0 3,033,000 3,033,000

0 0 3,033,000 3,033,000

(２)係争中の訴訟等
該当事項なし

５．追加情報
(１)財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。
一般会計
笛吹市境川観光交流センター特別会計
森林経営管理特別会計

②一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
差異なし

③地方自治法第235条の５に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の係計数を
もって会計年度末の計数としています。

④各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため合計等の金額が一致しない場合があります。
⑤地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

実質赤字比率 -%
連結実質赤字比率 -%
実質公債費比率 7.5%
将来負担比率 -%

⑥利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 613,365 千円
⑦繰越事業に係る将来の支出予定額 2,034,642 千円

(２)貸借対照表に係る事項
①減債基金に係る積立不足額

該当事項なし
②基金借入金（繰替運用）

歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を行っています。
③地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

34,558,223 千円
④地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

標準財政規模 19,458,281 千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 3,689,411 千円
将来負担額 52,111,113 千円
充当可能基金額 17,379,213 千円
特定財源見込額 387,305 千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 34,558,223 千円

⑤地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額
該当事項なし

⑥管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われていない法定外公共物は次の通りです。
なお、当該資産は貸借対照表の資産に計上されません。
該当事項なし

⑦PFI事業に係る資産
該当事項なし

(３)行政コスト計算書に係る事項
該当事項なし

(４)純資産変動計算書に係る事項
純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

①固定資産等形成分
固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

②余剰分（不足分）
純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

団体（会計）名 確定債務額
履行すべき額が確定していない損失補償債務等

総額

計



(５)資金収支計算書に係る事項
①基礎的財政収支 2,016,856,670 円
②既存の決算情報との関連性

収入（歳入） 支出（歳出）
43,557,205,407円 40,556,981,288円

102,276,018円 66,685,612円
△2,513,776,461円 0円

△14,596,000円 △14,596,000円
41,131,108,964円 40,609,070,900円

地方自治法第233条第１項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、
歳入歳出決算書と資金収支計算書は一部の特別会計（笛吹市境川観光交流センター特別会計、森林経営管理特別会計）分だけ相違します。
歳入歳出決算書では繰越金を収入として計上しますが、公会計では計上しないため、その分だけ相違します。
会計間の取引の相殺を行っているため、相違します。

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
資金収支計算書

業務活動収支 5,143,657,267 円
投資活動収入の国県等補助金収入 841,324,754 円
未収債権額の増加（減少） △176,796,135 円
減価償却費 △5,356,098,895 円
賞与等引当金繰入額（増減額） △58,007,305 円
退職手当引当金繰入額（増減額） 14,403,811 円
徴収不能引当金繰入額（増減額） 7,224,422 円
建設仮勘定の振替 0 円
資産除売却益（損） △125,478,953 円

純資産変動計算書の本年度差額 290,228,966 円

④一時借入金
資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。
なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。
一時借入金の限度額 7,000,000,000 円
一時借入金に係る利子額 0 円

⑤重要な非資金取引
該当事項なし

(６)表示単位未満の取扱い

各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため合計等の金額が一致しない場合があります。

資金収支計算書

歳入歳出決算書
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額

繰越金に伴う差額
会計間の繰入れ・繰出しの相殺


